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昭
和
五
十
四
年
六
月
十
三
日
提
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質

問

第

四

二
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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

沖
繩
県
に
お
け
る
米
国
軍
隊
の
軍
事
演
習
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書 

昭
和
五
十
四
年
六
月
十
三
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

灘 
尾 

弘 

吉 

殿 

 

提 

出 
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玉 

城 
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一 

 

一 

 



 

沖
繩
県
に
お
け
る
米
国
軍
隊
の
軍
事
演
習
に
関
す
る
質
問
の
政
府
答
弁
書(

内
閣
衆
質
八
七
第
三
三
号)

に
不
明

な
点
が
あ
る
の
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

一 

答
弁
書
一
に
つ
い
て
に
、
軍
事
演
習
は
「
一
般
的
に
い
え
ば
、
部
隊
の
任
務
を
最
も
効
果
的
に
達
成
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
部
隊
を
練
成
す
る
た
め
行
わ
れ
る
軍
隊
と
し
て
の
機
能
に
属
す
る
諸
活
動
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
み
れ
ば
、
当
然
軍
隊
に
よ
る
「
行
軍
」
は
軍
事
演
習
と
思
う
が
ど
う
か
。
旧
日
本
軍
隊
の
「
行
軍
」
は
軍
事
演
習

の
一
環
で
あ
つ
た
は
ず
で
あ
る
。 

二 

米
軍
が
提
供
施
設
か
ら
他
の
提
供
施
設
へ
の
行
動
は
地
位
協
定
第
五
条
（
「
移
動
」
の
概
念
）
で
認
め
ら
れ
て
い

る
。 

 
し
か
し
、
提
供
施
設
区
域
か
ら
行
軍
し
て
同
一
区
域
に
戻
る
軍
隊
に
よ
る
行
軍(

軍
事
演
習)

は
、
提
供
施
設 

沖
繩
県
に
お
け
る
米
国
軍
隊
の
軍
事
演
習
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書 

三 

 



 

 

四 

外
の
活
動
で
あ
り
地
位
協
定
上
根
拠
が
な
い
と
思
う
が
ど
う
か
。 

三 

現
在
、
大
・
中
・
小
あ
わ
せ
て
六
十
九
カ
所
の
自
衛
隊
の
演
習
場
が
あ
る
が
、
そ
の
演
習
場
に
お
い
て
米
軍

が
軍
事
演
習
を
行
う
こ
と
は
答
弁
書
の
趣
旨
（
三
に
つ
い
て
の
う
ち
「
同
軍
隊
が
本
来
施
設
・
区
域
内
で
行
う
こ

と
を
予
想
さ
れ
て
い
る
活
動
を
施
設
・
区
域
外
で
行
う
こ
と
は
、
同
協
定
の
予
想
し
な
い
」
）
か
ら
み
て
で
き
な

い
と
思
う
が
ど
う
か
。 

四 

米
軍
の
提
供
施
設
区
域
内
で
自
衛
隊
が
軍
事
演
習
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
法
的
根
拠
を
問
う
。 

右
質
問
す
る
。 


